
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２３年１月２７日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０仙第７８号 

事故等種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２２年１月２６日 １１時４０分ごろ 

発生場所 宮城県女川町女川港 女川港南防波堤灯台から真方位２１６°６５ｍ付近 

（概位 北緯３８°２６.１′ 東経１４１°２７.８′） 

事故等調査の経過  平成２２年８月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

砂利運搬船 第六十三幸
こう

栄
えい

丸、７４８トン 

 １３４５４６、株式会社村瀬海運及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設

整備支援機構 

 乗組員等に関する情報 船長、三級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 左舷船首部から中央部に至る左舷外板に亀裂を伴う凹損 

 事故等の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、砕石を積載するため、女川港南防波

堤の基部にある砕石積込み場に向け、同防波堤の北側をこれに沿って南西

進中、平成２２年１月２６日１１時４０分ごろ、左舷船首部が同防波堤に

衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約２０m/s、視界 良好 

 海象：波向 東 波高 約１.５ｍ 

 その他の事項  本船は、本事故発生当時、空船であった。 

 女川港南防波堤の北西側には、養殖施設が設置されており、同防波堤と

養殖施設との間の可航幅は狭かった。 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 あり 

判明した事項の解析 本船は、女川港南防波堤に沿って南西進中、右

舷方からの風により船体が圧流されたものと考え

られる。 

原因  本事故は、本船が、女川港南防波堤に沿って南西進中、右舷方からの風

により船体が圧流されたため、同防波堤に衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

 

 




